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２０２１年６月２２日 
  

    

                                               

 
 

 

 

一般社団法人次世代自動車振興センターより、サポカー補助金の補助金残額及び申請受付終了 

見込みが公表されました。 

 

【６月１７日現在】※毎週金曜日（金曜日が祝日の場合はその前日）１４時頃に更新 

■補助金残額     ⇒ 予算額の約２０％ 

■申請受付終了見込み ⇒ 自家用の新車及び中古車が9月２４日（金）受理分 

自家用の後付け装置が8月３１日（火）受理分 

 

こうした状況を踏まえ、サポカー補助金の終了等に関連した不当表示（実際には補助金を受け 

取ることができないにもかかわらず、受け取ることができるかのように誤認させる表示）及びこれ

に関連した消費者トラブルを未然に防止する観点から、サポカー補助金に関する表示を行う際の 

留意点をまとめました。 

会員各社におかれましては、一般社団法人次世代自動車振興センターが公表する補助金残額や 

申請受付終了見込みに関する情報（※）を確認するとともに、本内容の趣旨を踏まえた広告宣伝 

活動及び販売活動（店頭表示、商談の際の説明等）を行っていただきますようお願いいたします。 

 

※補助金残額等については、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ 

 「補助金残額及び申請受付終了見込みのお知らせ」をご確認ください。 

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html 

 

 

 

 

 

 

「サポカー補助金」に関する表示を行う際の留意点について 

～ サポカー補助金の終了等に関連した表示上の留意点 ～ 

ＡＦＴＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

本件に関する問合せは、 

一般社団法人自動車公正取引協議会 四輪車業務部まで 

ＴＥＬ ０３－５５１１－２１１１  ＦＡＸ ０３－５５１１－２１１２ 

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
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※表示例については次頁以降をご参照ください。 

         ≪サポカー補助金に関する表示を行う際の留意点≫ 

 

１．生産状況等により、補助金を受け取ることができないことが明らかな車種については、

補助金についての表示を行わないこと。＜※問題となる表示例①＞ 

▶補助金対象車であっても、実際には受け取ることができないことが明らかな車種に  

ついては、補助金に関する表示（マーク等の表示を含む）は行わないこと 

 

２．生産状況等により、補助金を受け取ることができない可能性のある車種については、  

必ず受け取ることができるかのような表示を行わないこと。＜※問題となる表示例②＞ 

▶補助金対象車であっても、実際には受け取ることができない可能性のある車種について

は、その旨を明瞭に表示すること 

 

３．補助金の終了時期について、「９月２４日で終了！」等、断定的な表示をしないこと。 

 また、「補助金、早い者勝ち！急がないと間に合いません！」等、消費者の購入を急き   

立てるような表示を行わないこと。＜※問題となる表示例③＞ 

▶サポカー補助金の終了時期については、次世代自動車振興センターの「補助金残額及び 

申請受付終了見込みのお知らせ」や販売状況等を参考に、適切な情報提供を行うこと 

▶サポカー補助金終了時期について、消費者の購入を急き立てるような表示は慎むこと 

 

４．補助金予算の残額との関係で、補助金を受け取ることができないことが明らかであるに

もかかわらず、受け取ることができるかのように誤認させる表示は行わないこと。 

＜※問題となる表示例④＞ 

▶補助金予算の残額との関係で、補助金を受け取ることができないことが明らかである 

場合は、補助金に関する広告・表示を実施しないこと 

 

５．補助金予算の残額との関係で、補助金を受け取ることができない可能性があるにもかか

わらず、受け取ることができるかのように誤認させる表示は行わないこと。 

＜※問題となる表示例⑤＞ 

▶補助金予算の残額との関係で、補助金を受け取ることができない可能性がある場合は、 

その旨を明瞭に表示すること 

 

 
■サポカー補助金について表示する際は、「補助金の申請は、お車の登録（届出）日以降

に行う（売買契約の段階では申請ができない）ため、ご注文から申請が受理されるまで

に時間を要する」旨を、当該表示の配置場所、文字の大きさ等に配慮して表示するとと

もに、商談の際には十分に説明すること 

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
http://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
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《 表 示 例 》 

 

【問題となる表示例①】生産状況等によりサポカー補助金を受け取ることができないことが  

明らかな車種を掲載している例 

＜前提＞チョーダは納期が７か月後であり、補助金を受け取れないことが明らか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正しい表示の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

チョーダ 2000X 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 
10万円 
対象車※ 

納期の関係で補助金を受け取ることができないことが明らかな車種には「サポカー補助金対象

車マーク」等の表示も行わないこと 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜問題点＞ 

▶納期の関係で補助金を受け取れないことが明らかな車

種を掲載し、当該車種を購入しても補助金を受け取る 

ことができるかのような表示を行っている 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜表示のポイント＞ 

▶納期の関係で補助金を受け取れないことが明らかな車種は、

補助金について訴求した広告からを除外する等すること 

（該当車種と補助金を関連付けて表示しないこと） 
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【問題となる表示例②】生産状況等によりサポカー補助金を受け取ることができない可能性がある

車種をその旨を表示せず掲載している例 

＜前提＞スモールＡは納期が２～３か月前後かかり、補助金を受け取れない可能性がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正しい表示の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スモールＡ 2WD 

 

スカーレット 1300X 2WD 

補助金 
10万円 
対象車※ 

スモールＡ 2WD 

補助金 
７万円 
対象車※ 

スカーレット 1300X 2WD 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

補助金 
10万円 
対象車※ 

補助金 
７万円 
対象車※ 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

補助金の申請は、お車の登録

（届出）日以降に行うため、

ご注文から申請が受理され

るまでに時間を要します。 

納期との関係で、サポカー 

補助金を受け取ることがで

きない可能性がございます。

詳しくはスタッフまで。 

＜問題点＞ 

▶納期の関係で補助金を受け取れない可能性がある車種について、

その旨を表示せず掲載し、当該車種を購入すれば必ず補助金を 

受け取ることができるかのような表示を行っている 

 

＜表示のポイント＞ 

▶「申請は、登録（届出）日以降に行うため、時間を要する」旨    

及び「納期の関係で補助金を受け取れない可能性がある」旨を  

当該車種及び補助金のマークの直近に明瞭に表示している 
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【問題となる表示例③】サポカー補助金の終了時期について断定的に表示、併せて、購入を急き 

立てるような表示をしている例 

 

 

 

 

ｓだｆｄｒｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正しい表示の一例】 

 

 

 

 

ｓだｆｄｒｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9 月２４日 

＜問題点＞ 

▶補助金の申請受付「終了見込み」を、「終了」と断定的な表示を

行っている 

▶併せて消費者の購入を急き立てるような表示を行っている 

▶「申請は、登録（届出）日以降に行うため、時間を要する」旨   

及び「補助金残額の関係で補助金を受け取れない可能性がある」

旨を表示していない 

 

 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３年３月 

３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金

額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜表示のポイント＞ 

▶申請受付終了見込みについて、次世代自動車振興センターの

「補助金残額及び申請受付終了見込みのお知らせ」に基づき 

正確に表示している 

▶「申請は、登録（届出）日以降に行うため、時間を要する」

旨及び「補助金残額の関係で補助金を受け取れない可能性が

ある」旨を明瞭に表示している 

 

補助金の申請は、お車の登録（届出）日以降に行うため、ご注文から申請が受理されるまでに時間を要します。
また、申請状況により、補助金を受け取ることができない場合もございます。詳しくはスタッフまで。 

新車（自家用）は９月２４日申請受付終了見込み（６月１７日時点） 

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
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【問題となる表示例④】サポカー補助金予算の残額との関係で、サポカー補助金を受け取ることが

できないことが明らかであるにもかかわらず、広告宣伝を行っている例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金予算の残額との関係で補助金を受け取ることができないことが明らかな場合は、サポ 

カー補助金に関する広告・表示を行わないこと 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３

年３月３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、

補助金額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜問題点＞ 

▶補助金予算の残額との関係で補助金を受け取れないことが明らかであるにもかかわらず、
掲載車種を購入すれば補助金を受け取ることができるかのような表示を行っている 
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【問題となる表示例⑤】サポカー補助金予算の残額との関係で、サポカー補助金を受け取ることが

できない可能性があるにもかかわらず、その旨を表示せず掲載している例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正しい表示の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

●サポカー補助金について 
補助金の申請は、お車の登録（届出）日以降に行うため、ご注文から申請が受理されるまで
に時間を要します。また、補助金の申請状況によっては、補助金を受け取ることができない
場合もございます。詳しくはスタッフまで。 

スカーレット 1300X 2WD ヒラカワ 1500G 2WD 

補助金 

10万円 
対象車※ 

補助金 

10万円 
対象車※ 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３

年３月３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、

補助金額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※サポカー補助金について 

●令和３年度中に満６５歳以上となる高齢運転者が対象となります。ただし、令和３年度中に満６５歳となる方については、令和３

年３月３１日までに、登録（届出）または設置された場合は対象外となります。 

●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、

補助金額は登録車の場合です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜問題点＞ 

▶補助金予算の残額との関係で補助金を受け取れない可能性があるにもかかわらず、その
旨を表示せず、必ず補助金を受け取ることができるかのような表示を行っている 

＜表示のポイント＞ 

▶「申請は、登録（届出）日以降に行うため、時間を要する」

旨及び「補助金残額の関係で補助金を受け取れない可能性

がある」旨を明瞭に表示している 


